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(57) Abstract: [Problem] T o provide a certification data management device which
issues certification data that can be easily edited at an administrator- side while pre
venting copying and data alteration. [Solution] In the present invention, an access
point device i s provided with a communication unit, a data processing unit, a storage
control unit, and a notification control unit. The communication unit can be directly
connected by wireless communication with a communication terminal, and acquires
an interface ID (MAC address) used in the wireless communication fi"om the com
munication terminal. The data processing unit issues certification data (an electronic
coupon) certifying a predetermined matter. The storage control unit performs control
that associates the interface ID with the certification data that has been issued with
respect t o the interface ID and stores the same in flash memory. The notification
control unit, on the basis of the information that has been stored in the flash
memory, performs control that transmits, to the communication terminal, confirma
tion-use data (an image of the electronic coupon) indicating that the certification
data has been issued.

(57) 要 約 ： 【課 題 】 コ ピー や 改 竄 を防止 しつ つ管 理 者 側 で容 易 に編 集
可 能 な証 明 デ一 タ を発 行 す る証 明 デ一 タ管 理 装 置 を提 供 す る。 【解
決 手段 】 ア クセ ス ポ イ ン ト装 置 は 、通 信 部 と、 デ ー タ処 理 部 と、記
憶 制 御 部 と、通 知制 御 部 と、 を備 え る。通 信 部 は 、通 信 端 末 と無 線
通 信 に よ リ直 接 的 に接続 可 能 で あ り、 当該 無線 通 信 で用 い るィ ン タ
フ ェー ス I D ( M A C ア ドレス ） を通 信 端 末 か ら取得 す る。 デ ー タ
処 理 部 は、 所 定 の事 項 を証 明す る証 明 デ ー タ （電 子 クー ポ ン） を発
行 す る。記 憶 制 御 部 は、 イ ンタ フ ヱ一 ス I D と、 当該 イ ン タ フ エ一
ス I D に対 して発 行 され た証 明 デ ー タ と、 を対 応 付 けて フ ラ ッシ ュ
メモ リに記 憶 す る制 御 を行 う。通 知制 御 部 は、 フ ラ ッシ ュ メモ リに
記 憶 され た情 報 に基 づ い て 、証 明 デー タが 発 行 され た こ と を示 す 確
認 用 デ ー タ （電 子 クー ポ ンの 画像 ） を通 信 端 末 〜 送 信 す る制 御 を行
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明 細 書

発明の名称 ：証明データ管理装置及び証明データ管理方法

技術分野

[0001 ] 本発明は、主要には、電子クーポン等の証明データを発行可能な無線 ァク

セ スボイン 卜装置や無線 L A Nル ー タ等に関する。

背景技術

[0002] 従来か ら、シ ョッピングセンタ一や展示会等に設置され、 クーポンや資料

を無線で提供する情報提供装置が知 られている。 この情報提供装置は、例え

ば無線 L A N機能を備えてお り、客や来場者の通信端末 （携帯電話、 タプレ

ッ 卜端末、及び ノ一 卜パ ソ コ ン等） と接続することができる。そ して、客や

来場者は、 ブラウザや専用のソフ ト等を利用することで、情報提供装置か ら

クーポン等をダウンロー ドすることができる。特許文献 1 及び 2 は、 この種

の情報提供装置を開示する。

[0003] 特許文献 1 の情報提供装置は、 ブラウザを利用 してアクセス してきた通信

端末に対 して、 ブラウザで指定された U R L に関係な く所定のページを表示

させる機能 （リダイ レク ト機能）を開示する。

[0004] 特許文献 2 の情報提供装置 （クーポンサーバ及び無線基地局）は、通信端

末の端末 I D を利用する構成 を開示する。具体的には、 クーポンサーバは、

端末 I D と対応付けて、ユーザがどの店のクーポンを望んでいるか等の情報

を記憶 している。そ して、無線基地局の近傍 に携帯電話等を置いて店員が所

定の処理 を行 うことで、 クーポンサーバが決定 した電子クーポンが当該携帯

電話へ送信 される。なお、送信 される電子クーポンには、 コピーや改竄を防

止するために、電子証明等の暗号技術が利用されている。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献 1 ：特開 2 0 1 - 2 5 3 2 9 3 号公報

特許文献2 ：特開 2 0 0 1 _ 2 1 6 4 4 9 号公報



発明の概要

発明が解決しょうとする課題
[0006] しかし、特許文献 2 の構成は上述のように暗号化が必要となるため、各機

器の処理量が増加するとともに、暗号化のシステムの導入コス 卜及び運用コ

ス トが掛かってしまう。また、この暗号化のシステムを導入する場合、携帯

電話に専用のアプリケーシ ョンをィンス 卜一ルする必要性が生 じる。そのた

め、特許文献 2 の構成は、コス トの増加及びユーザの手間が大きいという課

題が存在する。

[0007] また、特許文献 2 の構成は、電子クーポンの情報が携帯電話側にあるため

、電子クーポンの発行後に利用条件等を変更することが困難であった。具体

的には、来客数や天候等に応 じて電子クーポンの内容を変更する場合、その

旨を告知 して再び電子クーポンをダウン口一 ドさせる必要があり、柔軟な対

応ができなかった。

[0008] また、一般的には携帯電話を使って端末の識別を行う場合、個体識別情報

( U D I D等）が利用されることがある。 しかし、個体識別情報は、例えば

料金の決済の際に利用されることもあり、慎重な取扱いが要求される。その

ため、例えば個体識別情報の送信の際にはュ一ザの同意が必要な場合があり

、この場合は電子クーポンをスムーズに利用することができなくなる。

[0009] なお、上記の課題は、ショッピングセンタ一等で利用される電子クーポン

のみならず、所定の事項を証明する証明データを扱う際に共通 して生 じる課

題である。

[001 0] 本発明は以上の事情に鑑みてされたものであり、その目的は、コピーゃ改

竄を防止 しつつ管理者側で容易に編集可能な証明データを発行する証明デー

タ管理装置を提供することにある。

課題を解決するための手段及び効果

[001 1] 本発明の解決 しょうとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決

するための手段とその効果を説明する。

[001 2] 本発明の第 1 の観点によれば、以下の構成の証明データ管理装置が提供さ



れる。即ち、 この証明データ管理装置は、通信部と、データ処理部と、記憶

制御部と、通知制御部と、を備える。前記通信部は、通信端末と無線通信に

より直接的に接続可能であり、当該無線通信で用いるイ ンタフェース I D を

前記通信端末から取得する。前記データ処理部は、所定の事項を証明する証

明データを発行する。前記記憶制御部は、前記インタフェース I D と、当該

インタフエ一ス I D に対 して発行された前記証明データと、を対応付けて記

憶部に記憶する制御を行う。前記通知制御部は、前記記憶部に記憶された情

報に基づいて、前記証明データが発行されたことを示す確認用データを前記

通信端末八送信する制御を行う。

[001 3] これにより、証明データではなく確認用データを通信端末へ送信する構成

であるため、通信端末の利用者側ではなく管理者側で証明データを管理する

ことができる。従って、改竄やコピーへの対応コス トを低減させることがで

きる。また、イ ンタフェース I D は、端末の固体識別番号 （U D I D 等）と

比較 して漏洩時の影響が小さいため、情報の取扱性を向上させることができ

る。

[0014] 前記の証明データ管理装置においては、前記データ処理部は、前記証明デ

—夕の削除又は変更を行うことが好ましい。

[001 5] このように本発明では証明データを通信端末ではなく管理側の機器 （記憶

部）に記憶するため、証明データを容易に編集することができる。従って、

状況等に応 じた柔軟な対応が可能となる。

[001 6] 前記の証明データ管理装置においては、前記通信端末と接続 したときに当

該通信端末に初めに表示させる情報を、当該通信端末の前記ィンタフ I — ス

I D が前記記憶部に記憶されているか否かに応 じて変化させることが好まし

い。

[001 7] これにより、初めて接続 してきた通信端末にはサービスの利用方法等を表

示させる一方で、過去に接続 してきたことがある通信端末にはサービスを提

供する画面を表示することができる。従って、ユーザフ レン ドリ一な構成が

実現できる。



[001 8] 前記の証明データ管理装置においては、前記通信端末と接続 したときに当

該通信端末に表示させる情報を、当該通信端末の前記インタフヱ一ス I りと

対応付けて記憶されている前記証明データに応 じて変化させることが好まし

い。

[001 9] これにより、発行済みの証明データの一覧を表示させたり、有効期限が近

い証明データがある場合にその旨を表示させたりすることができる。従って

、一層柔軟で利便性の高い構成が実現できる。

[0020] 前記の証明データ管理装置においては、前記記憶部が取外 し可能であるこ

とが好ましい。

[0021 ] これにより、時間に応 じて記憶部を切り替えて使用する場合等に容易に対

応することができる。

[0022] 前記の証明データ管理装置においては、前記通信端末が接続された場合に

その旨を表示する表示部を備えることが好ましい。

[0023] これにより、ュ一ザは、通信端末が証明データ管理装置と接続されたこと

を視覚的に把握することができる。

[0024] 前記の証明データ管理装置においては、前記記憶制御部は、前記証明デー

夕と対応付けられている前記インタフエ一ス I D を変更する又は追加する制

御を行うことが好ましい。

[0025] これにより、インタフェース I D が変更可能であるため、通信機器の買換

え時等に証明データを引き継ぐことができる。また、インタフェース I D が

追加可能であるため、例えば複数人で証明デ一タを共有することができる。

[0026] 前記の証明データ管理装置においては、接続 した前記通信端末に前記証明

データを発行するためのネッ卜ワーク名と、自機を管理するためのネッ卜ヮ

—ク名と、を有 していることが好ましい。

[0027] これにより、無線通信で証明データ管理装置の設定等を変更することがで

きる。従って、例えば証明データの発行を一時的に中止する等の処理を容易

に行うことができる。

[0028] 前記の証明データ管理装置においては、前記証明データは、所定のサ一ビ



スを受ける権利があることを証明するデータであることが好ましい。

[0029] これにより、例えばショッピングセンタ一の電子クーポン等として本発明

を利用することができる。

[0030] 前記の証明データ管理装置においては、前記データ処理部は、前記証明デ

—タにより所定のサービスを受けた場合、又は、前記証明データの有効期限

が切れた場合に、前記記憶部にその旨を登録する又は当該証明データを記憶

部から削除することが好ましい。

[0031 ] これにより、記憶部側 （管理者側）において、自動で電子クーポン等を消

し込む構成が実現できる。

[0032] 前記の証明データ管理装置においては、前記証明データは、前記通信端末

が前記通信部の通信範囲内にあることを証明するデータであることが好まし

い。

[0033] これにより、例えば出席の確認やスタンプラリー等に本発明を適用するこ

とができる。

[0034] 本発明の第 2 の観点によれば、以下の構成の証明データ管理方法が提供さ

れる。即ち、この証明データ管理方法は、取得工程と、発行工程と、記憶ェ

程と、通知工程と、を含む。前記取得工程では、通信端末と無線通信により

直接的に接続を行い、当該無線通信で用いるインタフエ一ス I D を前記通信

端末から取得する。前記発行工程では、所定の事項を証明する証明データを

発行する。前記記憶工程では、前記インタフェース I D と、当該インタフエ

—ス I D に対 して発行された前記証明データと、を対応付けて記憶部に記憶

する。前記通知工程では、前記記憶部に記憶された情報に基づいて、前記証

明データが発行されたことを示す確認用データを前記通信端末へ送信する。

[0035] これにより、通信端末の利用者側ではなく管理者側で証明データを管理す

ることができる。従って、改竄やコピーへの対応コス トを低減させることが

できる。また、インタフェース I D は、端末の固体識別番号 （U D I D等）

と比較 して漏洩時の影響が小さいため、情報の取扱性を向上させることがで

きる。



[0036] 本発明の第 3 の観点によれば、以下の構成の証明データ管理装置が提供さ

れる。即ち、 この証明データ管理装置は、通信部 と、データ処理部 と、記憶

制御部 と、を備える。前記通信部は、通信端末 と無線通信により直接的に接

続可能であ り、当該無線通信で用いるインタフエ一ス I D を前記通信端末か

ら取得する。前記データ処理部は、所定の事項を証明する証明データを発行

する。前記記憶制御部は、前記イ ンタ フェー ス I D と、当該イ ンタ フェー ス

I D に対 して発行された前記証明データと、を対応付けて記憶部に記憶する

制御を行 う。

[0037] これにより、通信端末の利用者側ではな く管理者側で証明データを管理す

ることができる。従 って、改竄やコピーへの対応コス トを低減させることが

できる。 また、イ ンタ フェー ス I D は、端末の固体識別番号 （U D I D 等）

と比較 して漏洩時の影響が小さいため、情報の取扱性を向上させることがで

きる。

図面の簡単な説明

[0038] [ 図 1] 本発明の一実施形態に係るアクセスポイン ト装置の全体的な構成を示す

プロック図。

[ 図2 ] フラッシュメモ リの記憶内容を説明する図。

[ 図3] 電子ク一ポンの取得及び使用の流れを説明するシーケンス図。

発明を実施するための形態

[0039] 次 に、図面を参照 して本発明の実施の形態を説明する。図 1 は、本発明の

—実施形態に係るアクセスボイン 卜装置 1 0 の全体的な構成を示すプロック

図である。図 2 は、 フラッシュメモ リの記憶内容を説明する図である。

[0040] 初めに、アクセスポイン ト装置 1 0 の概要について説明する。本実施形態

のアクセスポイン ト装置 1 0 は、シ ョッピングセンタ一に設置されている。

アクセスポイン ト装置 1 0 は、客が持つ通信端末 4 0 (具体的にはスマ一 卜

フ ォンやタブレッ ト端末等）と無線 L A N による接続が可能であ り、接続 し

た通信端末 4 0 に対 して電子クーポンを発行することができる。

[0041 ] 客 は、 この電子クーポンを使用することで、シ ョッピングセンタ一内の店



舗において所定のサービスや割引等を受けることができる。なお、本実施形

態のアクセスポイン ト装置 1 0 は、客にインタ一ネッ卜接続を提供するため

のものではないため、インタ一ネッ卜に接続されていない。

[0042] 以下、アクセスポイン ト装置 1 0 の構成について具体的に説明する。ァク

セスポイン ト装置 1 0 は、図 1 に示すように、通信部 1 1 と、制御部 1 2 と

、表示部 1 3 と、 U S B端子 1 4 と、を備える。また、アクセスポイン ト装

置 1 0 には、前述のように複数の通信端末 4 0 が接続される。

[0043] 通信部 1 1 は、無線 L A Nの親機としての機能を発揮することができる。

即ち、アクセスポイン ト装置 1 0 には、 2 つのS S I D が設定されている。

—方のS S I D は、客が使用するためのものであり、ショッピングセンタ一

内の各所に表示されている。客は通信端末 4 0 を操作 して、ネットワークの

設定画面等を表示させて、アクセスポイン ト装置 1 0 のS S I D を選択する

ことで、通信端末 4 0 をアクセスポイン ト装置 1 0 に接続することができる

。また、通信部 1 1 は通信端末 4 0 との接続時に、当該通信端末 4 0 のM A

C ア ドレス （インタフェース I D ) を取得する。本実施形態では、このM A

C ァ ドレスに基づいて客が判別される。

[0044] また、もう一方のS S I D は、ショッピングセンタ一の管理者 （運営者）

が接続 してアクセスポイン ト装置 1 0 の管理を行うためのものである。従つ

て、 この S S I D による接続は、パスワー ド、 ステルス、 M A C ア ドレスフ

ィルタリング等のセキュリティ機能が設定されている。このS S I D でァク

セスポイン ト装置 1 0 に接続することにより、管理者は、客の情報や電子ク

- ポンの設定等を変更することができる。

[0045] 制御部 1 2 は、アクセスポイン ト装置 1 0 の様々な制御を行うものであり

、 C P U R A M 及び R O M等から構成されている。制御部 1 2 は、具体

的には、データ処理部 2 1 と、記憶制御部 2 2 と、通知制御部 2 3 と、を備

える。

[0046] データ処理部 2 1 は、客の指示等に基づいて、当該客に対 して電子ク一ポ

ンを発行する。記憶制御部 2 2 は、データ処理部 2 1 が発行 した電子クーポ



ンをM A C ァ ドレスと対応付けて後述のフラッシュメモ リ3 0 に記憶する制

御 を行 う。通知制御部 2 3 は、電子クーポンが発行されたことを示すデータ

(発行済みの電子クーポンの一覧や店員に見せるための電子クーポン画像）

を通信端末 4 0 へ送信する。

[0047] 表示部 1 3 は、 アクセスポイン ト装置 1 0 の表面に配置されたデ ィスプレ

ィである。表示部 1 3 には様 々な情報 を表示することができる。例えば、通

信端末 4 0 か らの接続が成功 したときにその旨を表示 した り、現時点で提供

可能な電子クーポンの名称 を表示 した り、 アクセスポイン ト装置 1 0 の S S

I D を表示 した りすることができる。なお、表示部 1 3 は、デ ィスプレイに

限 られず、例えば複数のランプで構成 され、通信端末 4 0 か らの接続が成功

したときに所定の態様で点灯する構成であつても良い。

[0048] U S B 端子 1 4 は、 U S B 端子を有するフラッシュメモ リ3 0 を取付可能

に構成 されている。 また、 U S B 端子 1 4 に代えて、 メモ リカー ド等が揷入

可能なスロッ 卜ゃ D V D 等のデ ィスクが読取可能な ドライプを採用すること

もできる。 また、ハー ドデ ィスクや S S D ( ソ リッ ドステー トドライブ）で

あっても良い。

[0049] フラッシュメモ リ3 0 は、客 に関する情報である I D 関連情報 と、電子ク

—ボンに関する情報であるクーポン関連情報 を記憶 している。なお、記憶す

る情報の分け方は一例であ り、 これ らの情報が一体的に管理 される構成であ

つても良い。

[0050] 図 2 ( a ) に示すように、 I D 関連情報は、 M A C ア ドレスと、当該M A

C ア ドレスの通信端末 4 0 に対 して発行可能な電子クーポンと、既 に発行 し

た電子クーポンと、使用済みの電子クーポンと、期限切れの電子クーポンと

、 クラスと、 を対応付けた情報である。 「クラス」 とは、客のランクを示 し

、例えば有料会員か否か、使用 した電子クーポンが所定枚数以上か否か、等

によって定め られている。本実施形態では、 このクラスによって発行可能な

電子クーポンを異な らせている。

[0051 ] 図 2 ( b ) に示すように、 クーポン関連情報は、電子クーポンの I D と、



有効期限と、現在の発行枚数及び発行枚数の上限と、使用された回数と、発

行可能なクラスと、を対応付けて記憶 している。従って、例えばクーポン I

DがC の電子クーポンは、有効期限が 2 0 1 2 年 4 月 1 6 曰で、発行枚

数の上限が 7 0 枚で現在 2 3 枚発行されており、現時点で 1 2 枚使用されて

おり、クラスがA であれば発行可能であることが分かる。

[0052] I D 関連情報とクーポン関連情報は一例であり、様々な項目を追加及び変

更することができる。例えば、電子クーポンが 1 回使っただけで回収されず

、複数回使用可能な場合は、クーポン関連情報に 「使用可能回数」等の項目

を設けることができる。また、複数のM A C ア ドレスと電子クーポンの情報

とを対応付けて、複数人 （又は複数の端末）で同一の電子クーポンが使用可

能な構成であっても良い。

[0053] ショッピングセンタ一の管理者は、前述の管理用のS S I D を利用するこ

とで、これらの情報の削除、追加、書換え等を行うことができる。従って、

管理者は、当日の来客数等に応 じて電子クーポンの上限の発行枚数を設定 し

たり、一定の時間だけ割引率を変更 したりすることができる。また、客が通

信端末 4 0 を買い換えたときは、M A C ア ドレスを書き換えることで、電子

クーポンの情報を引き継 ぐこともできる。これらは、電子クーポンの本体が

管理者側のフラッシュメモリ3 0 に記憶されていることから実現できる機能

であり、従来のように電子クーポンの本体を携帯電話に送信 して しまう構成

では容易に実現できない。

[0054] なお、本実施形態では、フラッシュメモリ3 0 は容易に取外 し可能なため

、フラッシュメモリ3 0 を抜いて P C 等に差 し、上記の情報を変更やバック

アップを作成することも容易である。

[0055] 次に、客がアクセスポイン ト装置 1 0 から電子クーポンを取得 して使用す

る際の流れについて説明する。図 3 は、電子クーポンを利用する際の流れを

説明するシーケンス図である。

[0056] アクセスポイン ト装置 1 0 のS S I D は、ショッピングセンタ一内の各所

に表示されている。客は、例えば通信端末 4 0 のネットワーク設定等の画面



を表示 して、接続先 と して上記 S S I D を選択する。 これにより、通信端末

4 0 は、 アクセスポイン ト装置 1 0 へ接続 を要求する （シーケンス番号 S 1

)

[0057] アクセスポイン ト装置 1 0 は、 この要求を受け付けるとともに通信端末 4

0 のM A C ア ドレス （イ ンタ フ ェー ス I D ) を取得する （シー ケ ンス番号 S

2 ) 。上述のように本実施形態では、 この M A C ア ドレス を通信端末 4 0 の

I D と して用いる。 このM A C ア ドレスは、通信端末 4 0 の固体識別番号 （

U D I D 等） と比較 して漏洩時の影響が小さいため、情報の取扱性 を向上さ

せることができる。特 に、本実施形態ではアクセスポイン ト装置 1 0 がイン

タ一ネッ 卜に接続 されていないため、インタ一ネッ 卜を介 した不正アクセス

の危険性がないため、漏洩 自体も起 こりに くい。

[0058] そ して、通信端末 4 0 とアクセスポイン ト装置 1 0 は接続処理 を行 う。次

に、客の操作により、通信端末 4 0 はW e b ブラウザを起動する （シ一ケン

ス番号 S 3 ) 。通信端末 4 0 は、客 によって指示された U R L (任意の U R

L で良い）をアクセスポイン ト装置 1 0 へ送信する （シーケンス番号 S 4 )

[0059] アクセスポイン ト装置 1 0 は、 リダイ レク ト機能を有 してお り、客 によつ

て指示された U R L によらないで、 自身のコ ンテ ンツ を通信端末 4 0 に表示

させることができる。 このとき、 アクセスポイン ト装置 1 0 は、 I D 関連情

報 に基づいて、通信端末 4 0 に表示させる情報 を異な らせる。

[0060] 具体的には、 アクセスポイン ト装置 1 0 は、シーケンス番号 S 2 で取得 し

たM A C ア ドレスが I D 関連情報 に登録 されているか否かを判断する （シ一

ケンス番号 S 5 ) 。 アクセスポイン ト装置 1 0 は、 M A C ア ドレスが I D 関

連情報 に登録 されていない場合、例えば利用案内等を通信端末 4 0 に表示す

る。一方、 アクセスポイン ト装置 1 0 は、 M A C ア ドレスが I D 関連情報 に

登録 されていた場合、発行可能なクラス等に基づいて、 この通信端末 4 0 に

発行可能な電子クーポンの一覧を通知する （シーケンス番号 S 6 ) 。

[0061 ] 通信端末 4 0 は、 この通知を受けて、発行可能な電子クーポンの一覧を通



信端末 4 0 のディスプレイに表示する （シーケンス番号 S 7 ) 。なお、既に

発行済みの電子クーポンがある場合は、発行可能な電子クーポンに代えて又

は加えて、発行済みの電子ク一ポンを表示する構成であつても良い。

[0062] 通信端末 4 0 に表示された 「発行可能な電子クーポンの一覧」には、電子

クーポンの内容及び有効期限等の説明が記載されている。客は、この説明に

基づいて発行を希望する電子クーポンを選択する。これにより、通信端末 4

0 は、電子クーポンの発行をアクセスポイン ト装置 1 0 に要求する （シ一ケ

ンス番号 S 8 ) 。

[0063] アクセスポイン ト装置 1 0 は、この要求を受けて電子クーポンを発行 し、

その旨を I D関連情報に登録する （シーケンス番号 S 9 ) 。電子クーポンの

発行は、以上のように行われる。

[0064] 次に、発行 した電子クーポンを使用するときの流れについて説明する。

[0065] 通信端末 4 0 は、客からの指示に基づいて、発行済みの電子クーポンの一

覧をアクセスポイン ト装置 1 0 へ要求する （シーケンス番号 S 1 0 ) 。ァク

セスポイン ト装置 1 0 は、この要求を受けて I D関連情報にアクセスして、

該当する電子クーポンを読み出す （シーケンス番号 S 1 1 ) 。そして、発行

済みの電子クーポンの一覧を通信端末 4 0 へ通知する （シーケンス番号 S

2 ) 。そして、通信端末 4 0 は、発行済みの電子クーポンの一覧をディスプ

レイに表示する （シーケンス番号 S 3 ) 。

[0066] 客は、この電子クーポンの一覧から使用する電子クーポンを選択する。こ

れにより、通信端末 4 0 は、使用する電子クーポンをアクセスポイン ト装置

0 へ通知する （シーケ ンス番号 S 4 ) 。

[0067] アクセスポイン ト装置 1 0 は、この通知を受けて、通知された電子ク一ポ

ンの画像を通信端末 4 0 へ送信する （シーケ ンス番号 S 1 5 ) 。 この画像は

、電子クーポンそのものではなく、電子クーポンが発行されたことを示す画

像 （確認データ）である。店員はこの画像を見て割引処理等を行う。

[0068] なお、この画像がコピーされて使用されるのを防ぐために、例えば曰や時

刻に応 じて画像を変更 したり、画像を保存 しただけでは保存されない情報 （



有効期限をカウン トダウンする表示等）を付加 した りすることができる。本

実施形態では、電子クーポンの画像は管理者側 に保存 されるため、 これ らの

処理 を容易に行 うことができる。

[0069] そ して、 アクセスポイン ト装置 1 0 は、使用 した電子クーポンを I D 関連

情報の 「発行済みの電子クーポン」か ら削除するとともに、 「使用済みの電

子クーポン」に追加する （シーケンス番号 S 1 6 ) 。以上のように して、電

子クーポンの発行及び削除が行われる。

[0070] また、 アクセスポイン ト装置 1 0 は、定期的に電子クーポンの有効期限を

チェックする。そ して、 アクセスポイン ト装置 1 0 は、有効期限が経過 した

電子クーポンを I D 関連情報の 「期限切れの電子クーポン」に追加する。

[0071 ] 以上に説明 したように、 アクセスポイン ト装置 1 0 は、通信部 1 1 と、デ

— タ処理部 2 1 と、記憶制御部 2 2 と、通知制御部 2 3 と、 を備える。通信

部 1 1 は、通信端末 4 0 と無線通信 により直接的に接続可能であ り、当該無

線通信で用いるイ ンタ フ ェー ス I D ( M A C ア ドレス） を通信端末 4 0 か ら

取得する。データ処理部 2 1 は、所定の事項 を証明する証明データ （電子ク

—ボン）を発行する。記憶制御部 2 2 は、インタフェース I りと、当該イン

タフエース I D に対 して発行された証明データと、 を対応付けてフラッシュ

メモ リ 3 0 に記憶する制御 を行 う。通知制御部 2 3 は、 フラ ッシ ュメモ リ 3

0 に記憶 された情報 に基づいて、証明データが発行されたことを示す確認用

データ （電子クーポンの画像）を通信端末 4 0 へ送信する制御 を行 う。

[0072] これにより、証明データではな く確認用データを通信端末 4 0 へ送信する

構成であるため、通信端末 4 0 の利用者側ではな く管理者側で証明データを

管理することができる。従 って、改竄やコピーへの対応 コス トを低減 させる

ことができる。 また、イ ンタ フ ェー ス I D は、端末の固体識別番号 （U D I

D 等） と比較 して漏洩時の影響が小さいため、情報の取扱性 を向上させるこ

とができる。

[0073] 以上に本発明の好適な実施の形態を説明 したが、上記の構成は例えば以下

のように変更することができる。



[0074] 上記では、電子クーポンに本発明を適用する例を説明 したが、これに代え

て、例えばスタンプラリー、出席の確認、商品の予約の確認、テーマパーク

等での並び順の管理等に適用することができる。例えば、スタンプラリーや

出席の確認においては、アクセスポイン ト装置 1 0 の近傍にいたことを証明

する証明データが発行され、証明されたことを示す確認データが利用者へ通

知される。

[0075] アクセスポイン ト装置 1 0 及び通信端末 4 0 を接続する方法 （規格）は、

無線 L A N に限られない。

[0076] 上記では、証明データ管理装置を適用する例としてアクセスボイン 卜装置

を挙げたが、同等の機能を有する構成であれば、サーバやタブレット端末に

も本発明を適用することができる。

[0077] 上記の構成に代えて、証明データ管理装置の一部が無線又は有線によって

離れた位置に配置される構成であっても良い。例えば、アクセスポイン ト装

置 1 0 から離れた位置に制御部 1 2 や記憶部を配置することができる。本願

では、このように物理的に離れた位置に配置された構成であっても 「証明デ

—タ管理装置」に該当するものとする。

符号の説明
[0078] 1 0 アクセスポイン ト装置 （証明データ管理装置）

通信部

制御部

3 表示部

1 4 U S B端子

3 0 フラッシュメモ リ （記憶部）

0 通信き末



請求の範囲

通信端末 と無線通信 によ り直接的に接続可能であ り、 当該無線通信

で用いるインタフエ一ス I D を前記通信端末か ら取得する通信部 と、

所定の事項 を証明する証明データを発行するデータ処理部 と、

前記インタフェース I D と、 当該インタフェース I D に対 して発行

された前記証明データと、 を対応付 けて記憶部 に記憶する制御 を行 う

記憶制御部 と、

前記記憶部 に記憶 された情報 に基づいて、前記証明データが発行 さ

れた ことを示す確認用データを前記通信端末へ送信する制御 を行 う通

知制御部 と、

を備 えることを特徴 とする証明データ管理装置。

請求項 1 に記載の証明データ管理装置であ って、

前記データ処理部 は、前記証明データの削除又は変更を行 うことを

特徴 とする証明データ管理装置。

請求項 1 又 は 2 に記載の証明データ管理装置であ って、

前記通信端末 と接続 した ときに当該通信端末 に初めに表示 させる情

報 を、 当該通信端末の前記 イ ンタ フ ェー ス I D が前記記憶部 に記憶 さ

れているか否かに応 じて変化 させることを特徴 とする証明データ管理

装置。

請求項 3 に記載の証明データ管理装置であ って、

前記通信端末 と接続 した ときに当該通信端末 に表示 させる情報 を、

当該通信端末の前記インタフエ一ス I D と対応付 けて記憶 されている

前記証明データに応 じて変化 させることを特徴 とする証明データ管理

装置。

請求項 1 か ら4 までの何れか一項 に記載の証明データ管理装置であ

つて、

前記記憶部が取外 し可能であることを特徴 とする証明データ管理装

置。



[ 請求項 6 ] 請求項 1 か ら 5 までの何れか一項 に記載の証明データ管理装置であ

つて、

前記通信端末が接続 された場合 にその旨を表示する表示部 を備 える

ことを特徴 とする証明データ管理装置。

[ 請求項 7 ] 請求項 1 か ら 6 までの何れか一項 に記載の証明データ管理装置であ

つて、

前記記憶制御部 は、前記証明データと対応付 け られている前記ィン

タフエース I D を変更する又は追加する制御 を行 うことを特徴 とする

証明データ管理装置。

[ 請求項 8 ] 請求項 1 か ら 7 までの何れか一項 に記載の証明データ管理装置であ

つて、

接続 した前記通信端末 に前記証明データを発行するためのネ ッ 卜ヮ

—ク名 と、 自機 を管理するためのネ ッ トワーク名 と、 を有 しているこ

とを特徴 とする証明データ管理装置。

[ 請求項 9 ] 請求項 1 か ら 8 までの何れか一項 に記載の証明データ管理装置であ

つて、

前記証明データは、所定のサ一 ビスを受ける権利があることを証明

するデータであることを特徴 とする証明データ管理装置。

[ 請求項 10 ] 請求項 9 に記載の証明データ管理装置であ って、

前記データ処理部 は、前記証明データによ り所定のサ一 ビスを受け

た場合、又は、前記証明データの有効期限が切れた場合 に、前記記憶

部 にその旨を登録する又は当該証明データを記憶部か ら削除すること

を特徴 とする証明データ管理装置。

[ 請求項 11] 請求項 1 か ら 1 0 までの何れか一項 に記載の証明データ管理装置で

あ って、

前記証明データは、前記通信端末が前記通信部の通信範囲内にある

ことを証明するデータであることを特徴 とする証明データ管理装置。

[ 請求項 12 ] 通信端末 と無線通信 によ り直接的に接続 を行い、 当該無線通信で用



いるインタフエ一ス I D を前記通信端末か ら取得する取得工程 と、

所定の事項 を証明する証明データを発行する発行工程 と、

前記インタフェース I D と、 当該インタフェース I D に対 して発行

された前記証明データと、 を対応付 けて記憶部 に記憶する記憶工程 と

前記記憶部 に記憶 された情報 に基づいて、前記証明データが発行 さ

れた ことを示す確認用データを前記通信端末へ送信する通知工程 と、

を含む ことを特徴 とする証明データ管理方法。

[ 請求項 13] 通信端末 と無線通信 によ り直接的に接続可能であ り、 当該無線通信

で用いるインタフエ一ス I D を前記通信端末か ら取得する通信部 と、

所定の事項 を証明する証明データを発行するデータ処理部 と、

前記インタフェース I D と、 当該インタフェース I D に対 して発行

された前記証明データと、 を対応付 けて記憶部 に記憶する制御 を行 う

記憶制御部 と、

を備 えることを特徴 とする証明データ管理装置。
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